
 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆９月９日から「資格情報のお知らせ」 

送付開始 

12 月２日以降、健康保険証がマイナ保険証へと

移行します。協会けんぽでは、９月９日から既

加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付

を行っています。 

この「資格情報のお知らせ」は、令和６年 12

月から健康保険の各種給付金等の申請に必要

な健康保険の記号・番号の確認等に用いるもの

で、一部は被保険者が携帯しやすいよう切り取

って利用可能なレイアウトの紙製カードとな

っています。 

特定記録郵便で会社に送付されてきますので、

各被保険者に配付等する必要があります。なお、

12 月２日以降の新規加入者については、資格取

得時に送付されてくることとなります。 

 

◆従来の被保険者証の扱い 

 マイナ保険証に移行した後も、現行の保険証

がすぐに使えなくなるわけではありません。そ

のため、令和７年 12 月１日までに退職する従

業員からは、従来どおり保険証を返納してもら

う必要があります。令和７年 12月２日以降は、

被保険者による自己破棄も可能となりますの

で、返納してもらわなくても構いません。 

 

◆マイナ保険証を持っていない加入者への 

「資格確認書」の発行 

 新規加入者については、12 月２日以降、資格

取得届などによる本人からの申請に基づき、会

社を経由してマイナ保険証を持っていない加

入者に発行されます。 

 既存の加入者については、令和７年 12 月２ 

 

 

 

 

 

 

 

日までに協会けんぽが必要と判断した人に対

して発行されます。 

 なお、資格確認書の取扱いについても、従来

の被保険者同様、有効期限内に退職した場合、

会社に返納してもらう必要がありますので退

職手続時にあわせて回収しましょう。 

 

 

 

厚生労働省は、都道府県労働局に設置されてい

るすべての地方最低賃金審議会が答申した令

和５年度の地域別最低賃金の改定額（以下「改

定額」）を取りまとめました。令和６年１０月

１ 日から変更されます。 

 

令和６年１０月１日発効         （単位：円） 

都道府県 ６年度 ５年度 引き上げ額 

東 京 1163 1113 50 

埼 玉 1078 1028 50 

千 葉 1076 1026 50 

神奈川 1162 1112 50 

茨城 1005 953 52 

富山 998 948 50 
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地域最低賃金の改定について 

業務内容 
労働・社会保険の書類作成及び提出代行 

給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 

労使間トラブルの相談 

就業規則等の人事制度構築 

個別年金相談（老齢・障害・遺族） 

各種助成金の紹介、書類作成、提出代行 

 

マイナ保険証への移行に伴う対応について 


